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医療機関に所属する救急救命士の
特定行為認定について

田邉 晴山



• 救急救命士が新しく追加された特定行為等を実施する場合
には、追加講習を修了し、都道府県MC協議会による認定を
受ける必要がある。

• しかし、都道府県MC協議会による認定体制の整備は進ん
でいない。

※2023年3月 「医療機関に勤務する救急救命士に対する
都道府県ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会での特定行為の認定に関する調査概要」）

認定制度のある

MC協議会 ５県※

課 題

平成２６年１月31日 厚生労働省医政局長通知「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定
並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について」

平成２６年１月３１日厚生労働省医政局指導課長通知「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血
糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施のための講習及び実習要領並びに修了の認定等について」



※2023年1月 総務省消防庁 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ体制に関する実態調査結果

・・・特定行為ごとに認定が必要な救急救命士が異なり、わかりにくい

③ＭＣ協議会の関与の必要性が不明確

④MC協議会の事務と予算負担

①認定の対象となる救急救命士が不明

②ＭＣ協議会に求められる役割が曖昧

・・・認定だけでよいの？事後検証や再教育などは？

・・・消防機関の救急救命士の認定等に、
医師が中心となったMC協議会が関与する必要性はわかるが、
医療機関の救急救命士にも関与する必要性は？

・・・44の県MC協議会の事務・予算は消防防災主管部局が担当※

医療機関に関することは別の組織が担ったほうが・・

都道府県ＭＣ協議会による

認定体制が進まない背景・課題



①認定の対象となる救急救命士が不明

課題への対応

特定行為 実施可能と
なった時期

対応した
国家試験の開始
（新試験）

都道府県MC協議会による
認定・登録の要否
新試験
合格者※1

新試験より
前の合格者

気管内チューブによる
気道確保 2004年7月 第26回国家試験

(2004年9月) 必要 必要

アドレナリンの投与 2006年4月 第30回国家試験
(2007年3月)以降 不要 必要

乳酸ﾘﾝｹﾞﾙ液を用いた
静脈路確保及び輸液 2014年4月 第38回国家試験

(2015年3月)以降 不要 必要

ブドウ糖溶液の投与 2014年4月 第38回国家試験
(2015年3月)以降 不要 必要

ビデオ挿管用喉頭鏡
を用いた気管挿管 2011年8月 第39回国家試験

(2016年3月)以降 必要 必要

乳酸リンゲル液を用いた
静脈路確保のための輸液 救急救命士法制定当初から 不要
食道閉鎖式エアウエイ､ラリン
ゲアルマスクによる気道確保 救急救命士法制定当初から 不要



課題への対応

②ＭＣ協議会に求められる役割が曖昧

消防機関の救急救命士

通常、医師がいない状況で処置を行なっており、また組織内にも救
急医療に精通した医師はいない。

プロトコルなどの作成、事後検証、再教育（生涯教育）は、
所属医療機関（いわゆる「救急救命士に関する委員会」）で実施

研修、認定・登録、プロトコルなどの作成、事後検証、
再教育（生涯教育）について、MC協議会の関与が必要

医療機関の救急救命士

医師がいる状況で処置を行うのが前提



課題への対応

③ＭＣ協議会の関与の必要性が不明確

④MC協議会の事務と予算負担

• 特定行為等を実施する上で、そのための知識・技術の習得について
認定する仕組みは必要。

• これまで、消防機関に所属する救急救命士を対象に認定の役割を
担ってきた都道府県MC協議会が、医療機関に所属する救急救命
士の認定の役割も担うことが期待されている。

• 事務負担、費用の確保の状況等を踏まえて、対応できる
都道府県MC協議会はその役割を担うのが望ましい。

・・44の県MC協議会の事務・予算は
消防防災主管部局が担当※

・・医療機関の救急救命士にも関与する
必要性は？



課題への対応

• 他方、医療機関に所属する救急救命士の特定行為の認定に
都道府県ＭＣ協議会が関与しなければならない必要性が必ずしも
明らかでない状況において、認定のための事務負担、費用の確保が
困難な都道府県があるのもまたやむを得ない。

• ただし、その場合、医療機関に所属する救急救命士の認定について、
都道府県MC協議会の役割を代替する体制が求められる。認定の
みならず研修についても同様。

②対応できない都道府県MC協議会の役割を代替する
体制を構築する

②対応できない都道府県MC協議会の役割を代替する
体制を構築する

①対応できる都道府県MC協議会の取り組みを支援する①対応できる都道府県MC協議会の取り組みを支援する



東京都メディカルコントロール協議会

医療機関に勤務する救急救命士の

救急救命処置の認定に関する委員会

（病院救命士処置認定委員会）

横田 裕行 （東京都メディカルコントロール協議会 会長）

新井 悟 （病院救命士処置認定委員会 委員長）

田邉 晴山 （病院救命士処置認定委員会 委員）



医療機関に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

東京都MC協議会の体制 （R5年要綱改正前）

〇 東京都ＭＣ協議会は、東京都の附属機関として位置付け

〇 東京都MC協議会（親会）の下に、４つの専門委員会を設置

〇 事務局と庶務（会計）は、東京消防庁が中心として対応

事後検証委員会

委員長：坂本哲也
(公立昭和病院院長)

指示指導医委員会

委員長：吉原克則
(東邦大学医学部客員教授)

救急処置基準委員会

委員長：大友康裕
独立行政法人国立病院機構

災害医療センター院長

救急隊員の
教育に関する委員会

委員長：山口芳裕
杏林大学医学部

救急医学教室主任教授

東京都メディカルコントロール協議会
会長：横田裕行

（日本体育大学大学院保健医療学研究科長・教授）

事務局：東京消防庁



医療機関に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

事後検証委員会

委員長：坂本哲也
(公立昭和病院院長)

指示指導医委員会

委員長：吉原克則
(東邦大学医学部客員教授)

救急処置基準委員会

委員長：大友康裕
独立行政法人国立病院機構

災害医療センター院長

救急隊員の
教育に関する委員会

委員長：山口芳裕
杏林大学医学部

救急医学教室主任教授

東京都MC協議会の体制 （R5年要綱改正後）

〇 R5年４月、都MC協議会の下に

「病院に勤務する救急救命士の救急救命処置の認定に関する委員会」を設置

〇 事務局は、都保健医療局が担当

東京都メディカルコントロール協議会
会長：横田裕行

（日本体育大学大学院保健医療学研究科長・教授）

医療機関に勤務する
救急救命士の
救急救命処置の
認定に関する委員会

委員長：新井 悟
(東京都医師会)

事務局：東京消防庁 都保健医療局



医療機関に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

病院救命士処置認定委員会の体制・運用

医療機関に勤務する救急救命士が必要とされる
救急救命処置の認定に関することを協議する。

役 割

東京都医師会
救急医療、救急救命士教育に精通した医師
法律の専門知識を有し、救急分野に精通した者
東京都総務局
東京都保健医療局
東京消防庁

委 員 構 成

頻度： 四半期ごと
申請者： 救急救命士を雇用する病院の管理者
手続き： 認定委員会の専決とし、結果を親会に報告
認定証明書： 東京都ＭＣ協議会長名
名簿管理： 保健医療局

※各医療機関は、年１回、認定救急救命士の所属状況を報告

認定等の概要

委員会開催 （８月、１１月、１月、５月）

６医療機関１３名 （R6年５月現在）

認定等の状況

東京都ＭＣ協議会専門委員会運営要綱

救急救命士が
勤務する病院

病院救命士
処置認定委員会

院内研修終了後
認定申請

認定証明を交付

院内

体制整備

講習

・実習

救急
救命処置

実施

事後

検証

申請書受理

•申請書類の確認

審査

•講習等の実施体制、カリ
キュラム等が、厚労通知
やガイドラインに準拠して
いるかなどを審査

認定

•認定証明を交付



医療機関に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

申請書類等

申請書類

認定を必要とする救急救命処置に係る認定申請書（第１号様式）
救急救命士免許証の写し
認定を受けようとする救急救命処置に係る講習の修了証及び実習の修了証（任意様式）
認定を受けようとする救急救命処置に係る講習及び実習カリキュラム（任意様式）

申請書
カリキュラム

（例示）
講習、実習修了証

（例示）

都のHPに案内



日本臨床救急医学会
医療機関に所属する

救急救命士に関する検討委員会

日本臨床救急医学会 「医療機関に所属する救急救命士に関する検討委員会」

浅香えみ子 （東京医科歯科大学病院）※日本救急看護学会推薦

一柳 保 （高野町消防本部）

今井 寛 （三重大学） ※日本救急医学会推薦

落合秀信 （宮崎大学） ※日本救急医学会推薦

北原 学 （国立国際医療研究センター）

喜熨斗智也 （国士館大学）

鈴木健介 （日本体育大学）

委員長 田邉晴山 （救急救命東京研修所）

沼田浩人 （日本医科大学多摩永山病院）

担当理事 田中秀治 （国士舘大学）



日本臨床救急医学会による

救急救命士の特定行為の追加講習と認定について

• 医療機関に所属する救急救命士に対する追加講習の機会は限
られ、認定体制の整備まで至っていない都道府県MC協議会が
ある。

当学会が、医療機関に所属する救急救命士を対象とした特定行為の
追加講習と認定を行うことにより、もって、救急医療機関において
質の高い特定行為が実施される体制整備を支援する。

当学会が、医療機関に所属する救急救命士を対象とした特定行為の
追加講習と認定を行うことにより、もって、救急医療機関において
質の高い特定行為が実施される体制整備を支援する。

救急救命士が救急医療機関において
その役割を十分に果たせていない

救急救命士が救急医療機関において
その役割を十分に果たせていない

背 景

目 的



必要性が
ある

どちかとい
えばある

どちらかと
いえばない

必要性は
ない

医療機関において特定行為を実施する
必要性に関するアンケート調査

17(15%)

7(6%)

43(36%)

41(34%)

43(36%)

14(13%)

19(16%)

36(30%)

41(34%)

40(34%)

36(32%)

35(29%)

24(20%)

22(18%)

21(18%)

44(40%)

58(49%)

16(13%)

15(13%)

15(13%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

気管挿管

ラリンゲアルマスク等による気道確保

静脈路確保・輸液

エピネフリンの投与

血糖測定とブドウ糖溶液の投与

令和４年度 厚生労働行政推進調査 分担研究報告書
救急救命士と救急救命処置に関する研究「医療機関内で救急救命士の業務を可能とした救急救命士法改正の影響に関する調査」（田邉晴山、横田裕行、織田順）

対象：
・3次救急医療機関201施設
・2次救急医療機関294施設



① 講 習
（オンライン）

② 実 習
（自施設）

⑤ 認 定

⑥ 登 録

③知識試験（オンライン実施）

④実技試験（提出動画の評価）

医療機関での特定行為の実施医療機関での特定行為の実施

講習・実習
修了者

講習・実習
修了者

講習・実習
未修了者
講習・実習
未修了者

（修了証の確認）
• 全国救急救命士教育施
設協議会所属の大学・
専門学校等

• 公的な養成機関（救急
救命研修所、各都道府
県等消防学校）

• 10時限：厚労省追加講習ｶﾘｷｭﾗﾑに準拠
＋医療機関での業務に関する留意点

• オンライン（年２回程度）

• 14時限：厚労省追加講習ｶﾘｷｭﾗﾑに準拠
※シナリオ訓練は医療機関内での業務を想定
救急科専門医であり、日本臨床救急医学会に
所属する医師が監督保証した自施設実施の実習

• 試験40分＋解説10分（試験終了後）
35問（一般問題25問、想定問題10問）
合計50点（40点以上で合格）

• 提出された実技動画を評価する
内容：医師の直接指示→静脈路確保を実施→

ブドウ糖投与→医師に報告→血糖測定

＜課題＞・試験の公正性の確保
・実行性の確認
・事務手続きの整理（経費も含む）
・厚生労働省、関係団体等の理解
・会員の理解 など

・・・MC協議会が
認定・登録

日本臨床救急医学会による救急救命士の特定行為の追加講習と認定について
「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施」の例



• 都道府県MC協議会の負担の軽減
• 救急医療機関の教育負担の軽減
• 医療機関に所属する救急救命士の新たな知識・技術習得の

プラットフォームの構築
• 救急医療機関で働く医師、看護師等の業務負担の軽減

日本臨床救急医学会による救急救命士の特定行為の追加講習と認定について
「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施」の例

期待する効果
救急医療機関において、質の高い特定行為が実施さ
れる体制整備を支援する。

• 日本臨床救急医学会
• 日本救急医学会
• 日本救急看護学会
• 日本医師会
• 救急医療に関係する病院団体

など

認定委員会

• 頻度：年２回
• 申請者：医療機関で業務に従事する救急救命士本人
• 審査：認定委員会のもと審査委員が審査
• 認定証明書：日本臨床救急医学会代表理事
• 名簿管理：学会事務局→各都道府県に情報提供
• 必要な書類：

①救急救命士免許の写し ②職員証 ③実習修了証の写し など

• オンライン手続き

認定の概要



都道府県MC協議会による認定

（東京都の仕組みを想定）

日本臨床救急医学会による認定

（現在の想定）

頻度 年４回 年２回

費用負担 都道府県が負担 審査・認定料を本人が負担

講習 医療機関が実施 学会が実施

実習 医療機関が実施 医療機関が実施

試験（知識・技術） 医療機関が実施 学会が実施

認定者 都道府県MC協議会会長 日本臨床救急医学会代表理事

名簿管理 都道府県MC協議会 学会事務局→各都道府県に情報提供

対象処置 すべての処置に対応 最近拡大された２処置から

課題 県ごとに制度の違い、難易が生じ得る 画一的、柔軟性に欠ける

他県への異動の際の認定・登録に課題 厚生労働省の通知の改正等が必要



今後の取組

②対応できない都道府県MC協議会の役割を代替する
体制を日本臨床救急医学会が、関係団体とともに構築する

②対応できない都道府県MC協議会の役割を代替する
体制を日本臨床救急医学会が、関係団体とともに構築する

①対応できる都道府県MC協議会の取り組み①対応できる都道府県MC協議会の取り組み

了


